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高原町 
 

 

 

あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 



1 

 

 
令和８年３月２日号                               【発行：総務課行政係 42-2112】 

 

 

 

 

 

 

「高原町新型インフルエンザ等対策行動計画（案）」への 
意見募集について 

●募集の趣旨 

高原町では、現在「高原町新型インフルエンザ等対策行動計画」の改定作業を

進めております。この度、計画の改定案がまとまりましたので、広く町民の皆様

のご意見をお聞きするため、パブリックコメントを実施します。 

●意見募集期限 

 令和８年３月 25日（水）まで【必着】 

●計画の閲覧方法 

１） 高原町公式ホームページでの閲覧 

２） 高原町健康課での閲覧（総合保健福祉センターほほえみ館内） 

３） 高原町役場正面玄関ロビーでの閲覧 

●提出方法 

 指定する様式に住所、氏名、意見を明記のうえ、直接、高原町健康課の窓口へ

持参、郵送、ファクシミリ、電子メール（件名には「高原町新型インフルエンザ

等対策行動計画（案）への意見」と明記のうえ、いずれかの方法で提出してくだ

さい。指定する様式は、公表場所に設置してあります。このほか、高原町ホーム

ページからもダウンロードできます。 

●提出先 

・持 参 の 場 合 募集期間中の午前８時 30分から午後５時 15分まで 

           ※ただし、土日・祝日を除く 

 ・郵 送 の 場 合 〒889-4412 高原町大字西麓 360 番地 1 高原町健康課  

・F A X の 場 合 ０９８４－４２－４５５０ 

 ・電子メールの場合 kenkou@town.takaharu.lg.jp 

※電話による受付は行っておりません。 

●ご意見の取り扱い 

 お寄せいただいた意見に対する個別の回答は行いません。また、意見を提出い 

ただいた方の個人情報が公開されることはありません。 

 

問 健康課 健康推進係 ☎0984-42-4820（内線：456） 
 

 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №187 
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令和７年度高齢者帯状疱疹予防接種について（最終案内） 
 令和７年４月から高齢者の帯状疱疹予防接種の助成をしています。 

 今年度対象となっている方は、令和８年３月末までに接種ください。４月以降

になると全額自己負担となります。接種を希望する方は、４月にお送りしている

案内をよく読み、医療機関に直接お申し込みください。 

 

 １.対象者 

① 高原町在住で令和 7年度に対象年齢の方。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 60歳から 64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の障がいを 

  有する者として免疫の機能に日常生活活動が極度に制限される程度の 

障がいのある方。（医師の診断による） 

 

 ２.使用ワクチンと接種方法 

  

 

 

 

 
  ※４月以降に接種した場合は自費になります。組換えワクチンを接種する場合は特に 

ご注意ください。 

 

３.料金（自己負担額） 

 ①生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン)1回につき 2,500円 

 ②組換えワクチン（乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)１回につき 6,500円 

※ 生活保護世帯の方は無料です。受給証明書等を医療機関窓口に提出す 

 るか、申し出てください。 

 

４.必要なもの 

  ①接種券（白色）※４月にお送りしています 

 ②マイナ保険証、資格確認書等  

問 健康課 健康推進係 ☎0984-42-4820（内線：456） 

対象者 生年月日 

65歳 昭和 35年 4月 2日生～昭和 36年 4月 1日生 

70歳 昭和 30年 4月 2日生～昭和 31年 4月 1日生 

75歳 昭和 25年 4月 2日生～昭和 26年 4月 1日生 

80歳 昭和 20年 4月 2日生～昭和 21年 4月 1日生 

85歳 昭和 15年 4月 2日生～昭和 16年 4月 1日生 

90歳 昭和 10年 4月 2日生～昭和 11年 4月 1日生 

95歳 昭和 5年 4月 2日生～昭和 6年 4月 1日生 

100歳 大正 14年 4月 2日生～大正 15年 4月 1日生 

101歳以上 大正 14年 4月 1日以前に生まれた者 

 

ワクチン 
生ワクチン 

(乾燥弱毒生水痘ワクチン) 

組換えワクチン 

(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) 

接種方法 0.5ｍｌ 皮下注射 0.5ｍｌ 筋肉内注射 

接種回数 年度内１回 
年度内２回 

※接種間隔が２か月以上必要 
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ＪＲ吉都線のダイヤが変更されます（３月 14日（土）～） 
３月 14 日（土）からＪＲ吉都線のダイヤが変更されます。主な変更内容は、

次のとおりです。また、変更に伴う高原駅及び広原駅の時刻表を掲載します。 

●夕方に、都城発 吉松行きを１本減便するとともに、時刻を変更 

●都城駅 21時 57分発吉松行きを 21時 50分発に変更のうえ毎日運転へ変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 総合政策課 企画政策係 ☎0984-42-2115（内線：223） 
 

6 17 6 17 6 17 6 17

7 13 7 13 7 45 7 43
8 40 8 38 8 8

9 9 9 12 9 12

～ ～ ～ ～
13 45 13 49 13 13

14 14 14 11 14 11
15 15 15 15

16 21 16 49 16 48 16 49

17 17 17 17
18 19 18 38 18 18 18 38

19 14 19 19 13 19 39
20 35 20 39 20 57 20 38

21 21 21 21

22 34※平日のみ 22 27※毎日 22 22

高原駅　　吉都線下り（吉松小林方面）

現行
改正

（３月14日以降）

高原駅　　吉都線上り（都城方面）

現行
改正

（３月14日以降）

6 22 6 22 6 10 6 10

7 18 7 18 7 38 7 37
8 45 8 43 8 8

9 9 9 06 9 06

～ ～ ～ ～
13 50 13 54 13 13

14 14 14 05 14 05
15 15 15 15

16 26 16 55 16 41 16 43

17 17 17 17
18 24 18 43 18 08 18 24

19 19 19 19 07 19 33
20 40 20 44 20 51 20 32

21 21 21 21

22 39※平日のみ 22 32※毎日 22 22

広原駅　　吉都線下り（吉松小林方面） 広原駅　　吉都線上り（都城方面）

現行
改正

（３月14日以降）
現行

改正
（３月14日以降）
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令和８年度 地域と学校をつなぐボランティア募集について（新規） 
 高原町教育委員会では、地域学校協働活動事業の推進にあたり小中学校におい

て子どもたちのサポートをしていただく「地域と学校をつなぐボランティア」に

ついて募集いたします。地域に生きる子どもたちの未来のために「できる人が」、

「できる事を」、「できる時に」を合言葉に皆様の豊かな経験を活かしていただき、

一緒に活動できることを願っています。また、ご協力いただける方については教

育委員会でボランティア保険に加入させていただきます。 

 笑顔あふれる安心・安全なまちづくりにご賛同いただける多くの皆様方をお 

待ちしております。   

 

 

 

 

 

 提出方法：電話、二次元コード など 

 提出締切：令和８年３月３１日（火）※ただし、状況に応じて受付可 

 申込内容：お名前・連絡先・住所・活動名・年齢（令和８年４月１日現在） 

問 教育総務課社会教育係 地域学校協働本部 ☎0984-42-1484（内線：414） 

 

３月祝日のごみ収集について 
●収集日・収集地区 

収集日 種類 収集地区 

３月 20日（金） 

春分の日 

燃やせる 

ごみ 

上麓区、下麓区、出口区、鹿児山区、上後川

内区、下後川内区、川平区 

●その他 

 収集日当日は、午前８時 30分までにごみ集積所へ排出してください。 

 適切なごみ分別のご協力をお願いいたします。 

問 町民課 環境係 ☎0984-42-1067（内線：160） 
 

高原町メールサービスの登録のご案内 
防災、防犯、暮らしに役立つ情報等を配信しています。 

下記のＱＲコードを読み取ることで、登録をお願いいたします。 

(スマートフォンの方)                     (ＱＲコード) 
 https://plus.sugumail.com/usr/takaharu/ 
 （フィーチャーフォン（ガラケー）の方） 
 https://m.sugumail.com/m/takaharu/ 
【サービスに関するお問い合わせ】           

高原町役場総務課 危機管理係      ０９８４－42－２１１２ 

 

登下校の見守り、あいさつ運動、おたすけハウス、かけこみ１１０

番、読み聞かせ、環境整備、放課後支援、学習支援（ふるさと学習・

昔の遊び・郷土芸能・栽培・技術家庭・理科・体力向上・キャリア

教育 他）、主体的な協働活動（個人や企業団体も含む） 

主
な
活
動 

（二次元コード） 



 

 

  令和８年３月２日 

 町民各位 

高原町長 丸山 裕次郎 

（ 公 印 省 略 ） 

                   

 

   令和８年度高原町会計年度任用職員(養護老人ホーム峰寿園) 

の募集について 
 
 令和８年４月以降採用の会計年度任用職員の採用試験を下記のとおり実施
します。 
 会計年度任用職員とは、一会計年度（令和９年３月 31日まで）を超えない
範囲内で任用される一般職の非常勤職員です。 
 
１  受験資格、採用職種、勤務条件等 
（１）受験資格 

  次のいずれにも該当しない方（地方公務員法第１６条） 
ア 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受 

けることがなくなるまでの者 
イ 会計年度任用職員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から 
  ２年を経過しない者 
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立し 

た政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、 
又はこれに加入した者 

 
（２）募集職種、勤務条件、応募資格等    
職種 応募資格 業務内容 募集人員 勤務形態 報酬額 

生活相談

員 

介護福祉士 

社会福祉士 

精神保健福

祉士 

社会福祉主

事任用資格 

看護師 

養護老人ホーム 

峰寿園での生活

相談員業務 

若干名 

原則、午前８時 30分から午後５

時 15分までの間で勤務部署によ

って定められた時間（週 37.5時

間以内） 

 

月額 

224,516 円

～ 

介護支援

員 

（日勤） 

ヘルパー 

介護職員初

任者研修受

講者 

看護師 

准看護師等 

養護老人ホーム 

峰寿園での支援

員（介護）業務 

若干名 

・土曜日、日曜日、祝日を含む

シフト制（週休２日制） 

・原則、午前８時 30分から午

後５時 15分までの間で勤務部

署によって定められた時間（週

37.5時間以内） 

 

時給 

1,386円～ 

調理員 なし 

養護老人ホーム

峰寿園での調理

業務 

若干名 

・土曜日、日曜日、祝日を含む

シフト制（週休２日制） 

・原則、午前６時１５分から午

後６時３０分までの間で勤務部

署によって定められた時間（週

２０時間以内） 

時給 

1,340円～ 

回 覧 



 
２ 受験手続 
（１）必要書類 
  ア 履歴書 
  イ 保有している資格等の証明書の写し 
   
（２）必要書類の提出先 
   ５に記載の【問合せ先】 

※必要書類を郵送する場合は必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便にして、 
その際郵便局窓口で交付される「書留郵便物受領証」は、試験日の連 
絡があるまで保管しておいてください。なお、封筒の表には、「高原 
町会計年度任用職員採用試験受験」と朱書きしてください。 
 

（３）申込時の注意事項 
ア 有資格職の申込みには、必要な免許証等の写しを必ず添付してくだ 

さい。  
イ 履歴書に添付する写真は、最近３か月以内に撮影したものとします。 

写真が貼られていないものは、受け付けられない場合があります。 
 

（４）受付期間 
３月２日（月）～３月 19日（木）８：30～17：15（土曜・日曜を除く。） 

郵送の場合は３月 19日（木）必着となります。 

※応募者が募集人数に満たない場合は、再度募集いたします。 
 
 
３ 選考方法 
  高原町養護老人ホーム峰寿園にて面接試験を実施します。 

 ※面接日時の詳細は、応募者へ個別に通知します。 
 
４  合格から採用まで 

合格発表は、合格者へ個別に通知いたします。 
なお、任用期間は原則として令和９年３月 31日までですが、次年度予算 
や勤務状況等により、次年度以降も再度任用する場合があります。 
 

５ 問合せ先 
  高原町養護老人ホーム峰寿園  
  住 所 〒889-4411 宮崎県西諸県郡高原町大字広原 5051 番地７ 
  ＴＥＬ 0984-42-1336 

E-mail:houjyuen@town.takaharu.lg.jp 



各　位

１ 交通規制区間 裏面に記載

２ 交通規制期間 令和　８年　３月　９日（月）　　　８時００分　から

令和　８年１２月　５日（土）　　１７時００分　まで

３ 問い合わせ先

代表取締役社長　吉行　輝真　TEL　０９８４－４４－１１４７

工事責任者　大浦　耕太郎　携帯　０９０－５９４４－４９６２

高原町役場　建設水道課

電話   代表   0984－42－2111

（直通 　0984－42－4959）

株式会社　吉行産業

（文書取扱　建設水道課）

歩道整備工事に伴う全面通行止めについて（お知らせ）

高原町長　丸山　裕次郎　　

（公印省略）　　　

　早春の候　皆様におかれましては、益々御清祥のこととお喜び申し上げます。
　
　また、日頃より町政に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　今回、国道２２１号の歩道整備工事に伴い、町道　馬登・二葉線及び馬登３号線の

交通規制（全面通行止め）を行います。
　
　皆様には大変御迷惑おかけしますが、御理解いただき御協力賜りますよう、よろしく

お願いいたします。
　

記

回　　覧

令和８年３月２日



　春陽の候
皆様にお
かれまして
は、益々御
清祥のこと
とお喜び申
し上げま
す。
　
　また、日
頃より町政
に御協力を
賜り、厚く
御礼申し上
げます。

　今回、国
道２２１号
の歩道整
備工事に
伴い、町道
馬登・二葉
線の交通
規制（全面
通

行止め）を
行います。
　
　皆様には
大変御迷

位置図

LaLaきりしま

交通規制については、工事作業を行わない

期間は開放いたします。

全面通行止めの際は、工事作業を開始する

前に予告看板等でお知らせします。







事 務 連 絡  

令和 8 年 3 月 2 日  

 後川内地区住民の皆様 

 

後川内まちづくり準備委員会事務局  

 

後川内まちづくり準備委員会の御案内 

 

 地域住民で後川内地区での困り事や課題を解決するために取り組む「後川内

まちづくり準備委員会」の 3 月会議を開催します。これまでの取組内容は裏面

「後川内まちづくり便り」に掲載していますので、ぜひご覧ください。 

 

 

１ 開催日時・場所 

（１）全体の話し合い 

日時：令和８年３月１９日（木）19：00～ 

場所：上後川内地区多目的活動施設（上後川内公民館） 

 『後川内まちづくり準備委員会』を新しい組織にするために、後川

内地区全体での取組や組織体制について話し合います。３月 19日の

会議の後、4月に設立総会を開催することを目標に準備をします。 

 

２ 参加方法 

  事前申し込みは不要です。上記の開催日時・場所にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 
問合せ先 

後川内まちづくり準備委員会事務局 

（高原町総合政策課内）清水 42-2115 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

後川内まちづくり便り 

後川内まちづくり準備委員会 

だよ 

第 10号（R8.3.2） 

発行：準備委員会事務局 

高原町総合政策課（0984-42-2115） 

後川内小学校の校舎の利用について 

学校跡地利活用部会の取組 

■小学校校舎の利用（予定） 

■これからの活用方法について 

学校跡地利活用検討委員会での検討結

果などを踏まえて、令和８年４月以降、学校

備品の整理が済んだ後に、右図の部屋を地

域で利用できることになりました。 

事務室は、まちづくり準備委員会の事務

局員が常駐する予定で、「後川内のことなら

とりあえず事務局に聞いてみよう」という場

所になるように取り組んでいきます。連絡先

など準備できましたらお知らせします。 

■視察日 令和 8年 2月 25日（水） 

■視察先 ぎおんの里づくり協議会（五ヶ瀬町鞍岡地区） 

【活動のきっかけ】 

平成 27年度に閉校した鞍岡中学校を地域のために活用しようと、 

「安心して暮らせる鞍岡」をテーマにして町役場と協力しながら様々な 

取組をしています。 

【主な取組み】 

○学校の管理 ： 町から指定管理を受けて、部屋の貸出をしています。 

○コミュニティ食堂 ： 高齢者の方を中心に月に１回みんなで昼食を 

食べ、健康体操やスポッチャなどの運動をします。 

○フリーマーケット ： 地域の方の不要になったものを引き取り、４つ 

の教室と廊下を使って、いつでも販売しています。 

※子ども食堂、食料品販売、炭づくりなど他にもたくさん取組んでいます。 

■内容 

学校跡地を活用している五ヶ瀬町に先進地視察に行きました 

音楽室 

→東雲太鼓 

事務室、校長室、職員室 

→まちづくり準備委員会 

 
 

「高齢者の方が集まれる居場所」「スクー

ルバスで下校した子どもの居場所」にした

いなど、後川内の皆さんの意見や希望、提

案を聞いていく予定です。 

↑コミュニティ食堂の様子 

↑フリーマーケット 












